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2017 年度英国税制改正案サマリー

英国政府は3月8日、2017年度予算において税

制改正案を発表しました。法人税の観点から

は、今回改正の内容は限定的ではありますが、

英国をビジネスに魅力的な市場となるよう研究

開発費用控除制度や株式売却時免税制度の

変更、またBEPSでの議論を踏まえ租税回避対

策のための改正など以下のような項目が盛り込

まれております。  

個人所得税においては、一部社会保険料率の

引き上げ、配当金非課税枠の縮小、現物支給

における免税規定などの改正案が発表されて

います。特に政府は雇用主による住居供与、税

優遇措置対象の経費における記録保持義務な

どの見直しを行い、所得税以外でも、英国外年

金ファンドへの移行チャージの導入、一定規模

のビジネスに対するデジタル形式での記録保

持、報告の義務付けなど、幅広い分野での改正

案となっています。 

事業税 

事業税（ビジネスレート） - 2017年4月より、イン

グランドでビジネスレートの変更が実施されま

す。その結果としてビジネスレートが引き上げら

れる企業を支援するため、次の3つの措置が導

入されます。 

 中小企業ビジネスレート控除が受けられなく

なる企業の支援：引き上げ額の上限を、600

ポンドか経過措置期間控除の上限のうち高

い方に設定します。 

 課税評価額が10万ポンド未満のパブには、

1000ポンドの特別ビジネスレート控除が認

められます。 

 イングランドの地方自治体に対し、地方裁量

控除制度を支援するための資金が供与され

ます。 

研究開発費税額控除 - 研究開発費税額控除

制度（RDEC）の手続が変更され、申請がより明

確で簡素なものになります。 

終期石油ガス関連資産に対する課税 - 2017年

度財政法案と共に、買主・売主間の税務ポジシ

ョンを引き継ぐことを認めることの論拠に関する

討議文書が公開されます。  

2017年度財政法案 - 秋の財政演説で発表さ

れ、2017年度財政法案に盛り込まれた通り、以

下の法制が導入されます。 

 実質的株式持分免税制度 - 明確性と確実

性を期して、法案が修正されました。 

 損金控除改革 - これらの規則案は、石油ガ

ス会社と石油業請負業者等に関する規定を

含める修正が加えられます。 

 ハイブリッドその他のミスマッチ取引 - 前回

の発表から変更はありません。 

 利子控除 - 法案に関するコメントを踏まえ、

これらの規則は意図せぬ結果を招いたり不

必要なコンプライアンスの負担をかけたりし

ないように修正が加えられます。 

個人所得税 

クラス4社会保険料（NIC） - クラス4NICの保険

料率が2018年度、2019年度共に1%ずつ引き

上げられ、2018年4月に10%、2019年4月に

11%となります。  

配当金非課税枠 - 配当金の非課税枠が、

2018年4月より縮小され2000ポンドとなります。  

非永住者（Non-Domiciles） - 前回の発表内

容が2017年4月6日から発効となります。つまり、

過去20年のうち15年英国に居住していた非永

住者個人は、税務上においては、英国永住者と

看做されます。永住地として英国で出生した個

人が、他国で永住地を得た場合でも、英国の居

住期間中はどの税務上目的においても、英国

永住者と看做されます。永住者と看做される前

に英国非居住者信託を設けている非永住者に

ついては、優遇措置がとられます。 

英国居住用不動産 - 既に発表されている通り、

2016年4月6日からは、所有権構造にかかわら
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ず、英国の全ての居住用不動産が、英国相続

税（UK IHT）の対象となります。適用対象外とな

る、英国不動産所有がマイナーと判断される限

度額が、個人の不動産持合計の1%から5%へと

引き上げられました。 

ミックスファンド口座の廉潔化（Cleansing） -

既に発表されている通り、改正により永住者とみ

なされることになる非永住者は英国外に持つミッ

クスファンドを所得（income）、キャピタルゲイン

（gain）、資本（capital）に分けることができるよう

になり、それによって英国への送金額に対する

課税が明確になります。廉潔化は2007/08年

度より前の混合資金についても、それ以後の年

度のものについても適用できます。 

様々な報酬形態 - 政府は以下についてコンサ

ルテーションを実施します。 

 現物給付に対する課税 - 免税措置と評価

手法の見直し 

 住宅補助 – 社宅や食事つき宿舎の税務上

の取り扱いの見直し 

 従業員経費 - 従業員経費の所得税控除の

使い方をより良く理解するための情報照会 

肖像権 - HMRCは、従業員へ肖像権料を支払

う雇用者（フットボールクラブなど）向けのガイド

ラインを発表します。 

租税回避と脱税に関する規定 

商品（Trading stock）への振替の税務上の

取り扱い – 振替によって生じたキャピタルロスを

事業損失に転換することが、2017年3月8日から

できなくなります。 

適格認定海外年金制度（QROPS） - QROPS

への資金移動に対し、25%課税が導入されま

す。 

VAT: 国際ローミング料金 - 英国居住者による

EU域外での携帯電話使用に対して英国VATの

適用がされるようVATルールを変更し、EU域内

使用の現行の取り扱いとの整合性が図られま

す。  

租税回避スキームのイネイブラー - 後に

HMRCに見破られた悪質な租税回避工作を納

税者が使用するよう計らった者に対して、新たに

罰金制度が導入されます。 

その他 

税務のデジタル化 - 売上がVAT登録対象額を

下回る非法人企業.および家主については開始

が1年延期され、2019年4月からとなります。売

上がVAT登録対象額を上回る非法人企業およ

び家主は、2018年4月以降は適切なソフトウェ

アを使用し、デジタルフォーマットでの記録保

持、四半期報告書の提出が義務付けられます。 
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